




公社住宅を退去される皆様へ 
これまでご入居いただき、誠にありがとうございました。 

下記のとおり今後の手続きについてご案内させていただきます。 

お引越しまでにおこなっていただくこと 

1. 退去届の提出 
ご退去の 1 ヶ月前まで（注 1）に、【 退去届 】を管理人までご提出ください。月途中退去の場

合、その月の家賃・駐車場使用料等は日割計算によるものとします。 
※ 管理人不在の住宅は直接公社までご提出ください。 
注 1）契約開始日によって提出期日が異なる場合がございます。（平成 16 年 9 月 30 日以前契約のお客様が
対象） 

【 退去届について 】 

  「契約者氏名」は住宅契約者様のお名前をご記入ください。 
  ご契約者様死亡による退去の場合のみ、代理人の方の氏名・電話番号をご記入ください。 
  お部屋に荷物がなくなった状態で、原状回復のためお部屋の査定をさせていただきます。退去査

定欄にご希望日時をご記入ください。後日、保全業者からご連絡いたしますので日時の打合せを
お願いいたします。 

※ ご希望の日時ではお受けできないこともございます。予めご了承ください。 
  移転先の新住所へ敷金精算書を送付いたしますので、必ずご記入ください。 
  駐車場やトランクルームをご契約中の方は、住宅退去日が使用取消日となりますので、「駐車場

使用辞退届」「トランクルーム解約届」の提出は不要です。 
住宅退去日以前に駐車場を解約される方は、辞退日（毎月末日）の 7 日前までに別途「駐車場使
用辞退届」をご提出下さい。届出用紙は自治会または管理人がお持ちです。（トランクルームに
ついても同様です。） 

※ 住宅退去日以降での駐車場・トランクルームの解約は出来ません。 
  敷金、過納家賃等は住宅補修費に充当いたします。敷金精算まで 2〜3 ヶ月ほどかかる場合があり

ますのでご了承ください。払戻しの銀行口座は転居後も利用する口座を指定してください。 
 

2. 電気・ガス・水道・インターネットの転居手続き 
電気・ガス・水道等はお客様ご自身で精算してください。 
※ 当社から水道代を請求させていただいている住宅につきましては、お手続き不要です。 

 
3. 郵便局への郵便物転送手続き 

 
4. 自治会・カークラブ(自動車管理委員または駐車場係)への退去連絡 

自治会やカークラブへ退去する旨を必ず連絡してください。（団地シリーズご入居者様） 
 



お引越し時のご注意点 
1. 住宅内・共用部分の養生のお願い 

お荷物の搬出にあたり、住宅内・共用部分に損傷を与えないようご注意ください。 
2. お引越しの際の引越ゴミについて 

梱包材料などの引越ゴミは引越業者に引取依頼をするか、必ずお客様自身で処分してください。 
3. 自転車・バイク等を忘れないようにしてください 
4. 住宅備品を持って行かないようご注意ください 

室内設備の取扱説明書（クラシオン・グランヴィルシリーズ）やクーラースリーブキャップ・リモ
コンなどはそのまま住宅に残してください。 

5.  郵便受けの鍵は必ず外してください 
 

退去査定時の返却物につきまして 
1. ご入居時にお渡ししております鍵（住宅３本・その他トランクルーム等）をすべてご用

意ください 
1 本でも鍵を紛失した場合は、鍵・シリンダーの取替費用をご負担いただきます。 
 

 
お問い合わせ・送付先 

ご不明な点等がございましたら、下記担当事務所までお問い合わせください。 
 
♦福岡地区♦ 

福岡県住宅供給公社 賃貸事業部 賃貸管理事業課 募集係 
〒810-8538 福岡県福岡市中央区天神 5 丁目 3 番 1 号 
須崎ビル 3 階 
電話 092-781-8012（平日のみ 8：30〜17：15） 

 
♦北九州地区♦ 

福岡県住宅供給公社 北九州管理事務所 
〒806-0036 福岡県北九州市⼋幡⻄区⻄曲⾥町 2 番 1 号 
⿊崎テクノプラザビル 5 階 
電話 093-621-4411（平日のみ 8：30〜17：15） 

 
♦筑後地区♦ 

福岡県住宅供給公社 筑後管理事務所 
〒839-0864 福岡県久留米市百年公園 1 番 1 号 
久留米リサーチセンタービル 4 階 
電話 0942-36-9900（平日のみ 8：30〜17：15） 


